
 ※インストール作業が済んでいない方は

 をご参照のうえ、アプリケーションのインストールを行って下さい。　

します。

　

 e-Gov電子申請を利用して提出した

 についてはマイページで確認することができます。

※申請後、修正等が生じた場合は以下の各地方整備局等までご連絡ください。

不動産鑑定士・鑑定業者登録等オンライン申請

令和8年4月1日より、e-Gov電子申請によるオンライン申請が開始となりました

＜対象手続き一覧＞
1 不動産鑑定士の登録
2 不動産鑑定士補の登録
3 不動産鑑定士（補）の変更の登録
4 不動産鑑定士（補）の死亡等の届出
5 不動産鑑定士（補）の登録の消除
6 不動産鑑定士（補）の登録証明の発行申請
7 不動産鑑定士（補）旧姓使用申請
8 不動産鑑定士（補）旧姓使用中止届出
9 不動産鑑定業者の登録（事業者）
10 不動産鑑定業者の登録（個人）
11 不動産鑑定業者の変更の登録（事業者／個人）
12 不動産鑑定業者の廃業等の届出（事業者／個人）
13 不動産鑑定業者の更新の登録（事業者／個人）
14 不動産鑑定業者の登録証明の発行申請（事業者／個人）
15 不動産鑑定業者の登録換え（事業者）
16 不動産鑑定業者の登録換え（個人）

    従来は書面で提出していた不動産鑑定士・鑑定業関連の手続きがオンラインで提出可能になります

から、『不動産鑑定士』または

◆ オンライン申請の流れ（概要）

　　申請書の処理・手数料納付状況及び通知情報

 e-Gov電子申請を利用するためには、e-Gov電子申請アプリケーショ
ンのインストールとe-Govアカウントの登録が必要です。

        e-Gov電子申請の利用準備

   e-Gov電子申請の手続検索
『不動産鑑定業』と検索し、申請する手続きを選択し、電子申請により提出

 
＜電子申請に関する問い合わせ先＞
  e-Gov 利用者サポートデスク
　TEL 050-3786-2225 　（050-3822-3345）
　受付時間　平日 9:00～17:00

＜必要提出書類・申請書の記載方法等に関する問い合わせ先＞
　各地方整備局等の窓口に直接お問い合わせください
　各地方整備局等窓口一覧
　https://www.mlit.go.jp/appli/content/001968775.pdf

　 e-Gov電子申請はこちらから

３ 審査状況・手数料納付情報の確認

1. e-Gov電子申請アプリケーションの

インストールの手順 ：項番1～

３. 審査・手数料納付状況確認：項番33～

２. e-Gov電子申請の手順：項番17～

「 ポータル 」で検索して下さい。 e-Gov ポータル 検索

オンライン手続き化対象

不動産鑑定士 ⇒全ての不動産鑑定士

不動産鑑定業者⇒国土交通大臣免許を取得または取得しようと する不動産鑑定業者

https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/about-appli
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation
https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
https://shinsei.e-gov.go.jp/recept/procedure-search/
https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://shinsei.e-gov.go.jp/


項番

1

2

3

　　　　　赤く囲まれた箇所を確認、クリックしてお進みください。

１．e-Gov電子申請アプリケーションのインストールの手順

画面 確認事項

e-Gov ポータル　： https://www.e-gov.go.jp/ 行政サービスの総合窓口になります
e-Gov ポータルのトップページです。

e-Gov電子申請の利用の流れが確認でき
ます。

e-Gov電子申請アプリケーションを起動し
て、マイページにアクセスすると、処理状
況や通知情報が確認できます。

　◎利用にあたっては

※「不動産鑑定士・鑑定業関連」の電子
申請には、電子証明書は必要ありませ
ん。

e-Gov電子申請のトップページから

電子申請のメリットや利用の流れがわか
ります。
・現在紙によって行っている申請や届出
などの行政手続を、インターネットを利用
して自宅や職場のパソコンを使って行え
るようにするものです。
・各省庁が所管する様々な行政手続につ
いて申請・届出を行うことができます。

電子申請 を

クリックしてください

電子申請について を

クリックしてください

e-Gov ポータル 検索

e-Govアカウントの登録 を
行ってください。

1

https://www.e-gov.go.jp/
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項番

4

5

6

7

8

確認事項画面

e-Gov電子申請アプリケーションの起動
画面が表示されます。

e-Gov電子申請のトップページです。

　
　
  または、【利用準備】をクリックします。

e-Gov電子申請アプリケーションを利用す
るには、インターネット接続可能な環境と
左表のいずれかの日本語OSをインストー
ルしたパソコンが必要です。
   CPU　　　　　　　　　　1GHz以上搭載
   メモリ　　　　　　　　　 2GB以上使用
   可能ディスク領域　　20MB以上

対応するOSとブラウザについては、
左表のとおりです。
対応が済んだら画面を閉じます。

インストールの流れやパソコンの設定を
確認してください。
　⇒　Windows版、macOS版を選択

インターネットに接続可能なパソコン環境
を確認してください。

ログイン を

クリックしてください

e-Gov電子申請アプリケーション

のダウンロード を

クリックしてください

インストール手順を確認 を

クリックしてください

e-Gov電子申請アプリケーショ

ンのインストール要件 を

クリックしてください

閉じる をクリックしてください

2



項番

9

10  1.インストールプログラムの実行

11

12

画面 確認事項

お使いのパソコン環境に応じて選択してく
ださい。

　　　　　　準備ができたらマイページへ

e-Gov電子申請アプリケーションをインス
トールするためには、お使いのパソコンに
「Microsoft .NET Framework （4.7.2以上）」
がインストールされている必要がありま
す。

 「Microsoft .NET Framework （4.7.2以
上）」がインストールされていない場合は
左の画面が表示されます。

「Microsoft .NET Framework 4.7.2」をイン
ストールしてください。

「Microsoft .NET Framework （4.7.2以上）」
がインストールされている場合は左の画
面が表示されます。

実行 を

クリックしてください

e-Gov電子申請アプリケー

ションのダウンロード を

クリックしてください

次へ(N)> を

クリックしてください

インストール を

クリックしてください

3



項番

13  2.使用許諾へ同意

14  3.インストール先の指定

15  4.インストールの実行

使用許諾書を注意深くお読みください。

 

e-Gov電子申請アプリケーションのインス
トールを開始します。

e-Gov電子申請アプリケーションのインス
トール先を指定します。
 既定のインストール先として「C:\Program
Files (x86)\」（ご利用中のパソコンが32bit
版のOSを利用している場合は「C:¥
Programs Files¥」）が指定されています。

インストール先を変更する場合は、【変
更】ボタンをクリックし、既定のインストー
ル先指定を変更してください。

変更するインストール先を指定したら

画面 確認事項

使用許諾の条項に同意します（A)

にチェックを入れてください

インストール(I) を

クリックしてください

次へ(N)> を

クリックしてください

次へ(N)> を

クリックしてください

変更(C)> を

クリックしてください

4



項番

16

項番

17

18

19

 
１ページ目の項番１と同様の手順で、
e-Gov 電子申請のトップページに移動し
ます。

　

　手続名称から探してください。
手続き内容に応じて
入力欄に「不動産鑑定士」または「不動産鑑定
業者」 　と入力してください。

画面 確認事項

画面 確認事項

インストールが完了したら、インストーラを
終了します。

 

以上でe-Gov電子申請アプリケーションの
インストールは完了です。

２．　電子申請の手順（不動産鑑定士の登録の場合）

手続き検索結果一覧に
　「不動産鑑定士」に関連する手続きが表
示されます。
※本例では「不動産鑑定士の登録」を選択し
て解説します。

※本例では「不動産鑑定士の登録」手続

きを行う場合について解説します。

「不動産鑑定士」と入力

検索 をクリックしてください

完了(F)」 を

クリックしてください

手続き検索 を

クリックしてください

不動産鑑定士の登録 を

クリックしてください

※申請書入力前に必ず様式名（不

動産鑑定士の登録）をクリックし、電

子申請方法別利用案内等の注意事

項をご確認ください。
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項番

20

21

22
e-Govアカウントの登録で設定した
メールアドレス、パスワードを入力し、
ログインしてください。

画面 確認事項

アカウント登録をされていない方は、
登録ページへ移動して手続きしてくださ
い。

申請書入力へ を

クリックしてください

アプリケーションを起動 を

クリックしてください

ログイン を

クリックしてください

（不動産鑑定士(補）関連手続き

の場合）

個人を選択して下さい。
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23

24

申請書入力画面が表示されます。

「申請者情報を設定」、「連絡先情報を設
定」画面で正しく入力（項番24､25）する
と、この画面に自動的に表示されます。

画面 確認事項

情報入力画面にしたがって、
「申請者情報」、「連絡先情報」の両方
を入力して下さい。

申請者情報を設定 を

クリックしてください

連絡先情報を設定 を

クリックしてください

（不動産鑑定士(補）関連手続き

の場合）

個人を選択して下さい。

(不動産鑑定業関連手続きの場合)

登録者の属性に応じて

個人または法人を選択して下さい。

7



項番

25 　
基本情報の入力画面が表示されます。

入力の必須項目は以下です。

・氏名：漢字・カタカナ

・氏名：フリガナ （全角カタカナ）
　
・郵便番号：半角数字を入力してくださ
い。

・住所：漢字等(ひらがな、カタカナも可）
※必ず都道府県名から入力してください。

・住所：フリガナ （全角カタカナ）

・電話番号：半角数字

・メールアドレス：半角英数字

申請者情報と連絡先情報の入力内容が
確認できましたら、設定して次に進んでく
ださい。

画面 確認事項

内容を確認 を

クリックしてください
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項番

26

28

画面 確認事項

黄色部分に必要事項をご記入ください。

数字は半角で入力してください。

生年月日、合格年月日は和暦で入力して
ください。

必要書類や必要添付資料については国
交省HPの各手続き案内をご覧ください。

手続き一覧
https://www.mlit.go.jp/appli/kanbo01_hy_
000068.html

「必須」の添付書類
申請時に必ず添付を要する書類です。
・提出形式は「添付」を選択
・【参照】ボタンをクリックして
　　　ファイルを選択するか、
　　　ファイルを赤丸欄に
       ドラッグアンドドロップする
　
 「任意」の添付書類
複数の添付書類候補の中から、申請事
由により選択して提出をする書類です。
・提出形式は「添付」を選択
・【参照】ボタンをクリックして
　　　ファイルを選択するか、
　　　ファイルを赤丸欄に
       ドラッグアンドドロップする
・提出する書類については「この書類を提
出」に☑

書類を添付 を

クリックしてください

添付 を

クリックしてください

※

※住民票の抄本や身分証明書（破産

者でない旨）など、官公庁が発行する

証明書については、原則、PDF等の

添付による提出となります。

その際、PDF添付ファイルが原本と相

違ないことの確認を行うため、チェッ

クボックスへのチェックと氏名を入力

してください。

9



29
提出先を選択してください。

大分類：国土交通省
中分類：提出先の地方整備局等を選択

その後、設定を選択してください。

内容を確認 を

クリックしてください

e-Gov電子申請は６０分でタイム

アウトとなりますので、定期的に

「申請データを保存」でデータを

保存してください。

10



項番

30
　申請内容確認画面が表示されます。

※エラーがあると表示されますので、その
場合は、修正してください。

　表示内容等に間違いが無ければ、
　「提出」　に進みます。

振込先氏名は全角カタカナで記入してく
ださい。

　これで申請は
　　「提出完了」　 になります。

画面 確認事項

提出 を

クリックしてください
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項番

31

32

　
提出完了画面です。

申請情報を確認して下さい。
マイページの「申請案件一覧」から確認で
きます。

申請書控えがダウンロードできます。

各地方整備局等での審査が進むと、「手
数料の納付のご案内」が届きます。

画面 確認事項

画面の指示に従って、ご利用の金融機関
を選択して、納付手続を進めてください。
（納付完了後はいかなる理由でも返金す
ることはできません）

12
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33

34

35

審査が完了すると、ステータスが審査完
了となります。

通知書や証明書等については各地方整
備局等から郵送にて返却されます。

画面 確認事項

3．e-Gov電子申請での審査状況および手数料納付情報の確認等

１ページ目の項番１と同様の手順で、
 e-Gov電子申請のページに移動します。

マイページより確認ができます。

審査状況、電子納付に必要な納付番号、
確認番号、収納機関番号など

　

申請案件一覧より審査状況・納付情報が
確認できます。

マイページ を

クリックしてください

申請案件一覧 を

クリックしてください
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